
標準等作成に関する手続き 
標準化会議開催の決定フローについて 

平成１５年１月３０日 
企画戦略委員会決定 

 
標準化会議規程第９条に基づき、標準化会議開催の決定は次のフローにより実施する。 

1. 第９条第１項による。  
（１）標準を新規制定、改定及び廃止する場合(第１号) 

 
（２）標準化会議委員の３分の１以上から請求のある場合。(第２号) 

  

 
（３）企画戦略委員会から請求のある場合。(第２号) 

  

 



 
（４）議長が特に必要と認めるとき。(第３号) 

 
  
2.  標準化会議の開催通知 
 標準化会議の開催通知は、以下の期限までに発送する。なお、通知は郵送または電子的手
段のいづれも可とする。 
  
（１） 標準を新規制定、改定及び廃止する場合は、事前説明会の１週間前まで。 
（２） それ以外は、標準化会議が開催される１週間前まで。 
   なお、電子形式の場合は、投票開始日の１週間前までとする。 
  
以上 
 


